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「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」について
　平成25年に改正された障害者雇用促進法で、事業主の障害者に対する差別
の禁止および合理的配慮の提供義務が規定され、平成27年3月にはその具体
的な内容を定める障害者差別禁止指針および合理的配慮指針が策定されまし
た。この両指針が、平成28年4月から施行されました。
　これまでの経緯や内容など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧くだ
さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html

　ハローワーク松戸☎047−367−8609
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　この法律は、国や市区町村といった
行政機関や、会社やお店などの民間事
業所での「障害を理由とする差別」をな
くし、全ての人が障害のあるなしにか
かわらず、お互いに人格と個性を尊重
し合いながら共生できる社会をつくる
ためのものです。具体的には障害があ
るという理由だけで、お店のサービス
を断る、習い事教室への参加を断るな
ど、正当な理由なく障害のある人を差
別することを禁止したり、店舗や会社、
自治体に障害のある人が困っていると
き、その人に合った工夫や配慮をする
よう求めています。

　市では障害を理由とする差別の解消
の推進を図るため、職員に対して必要
な研修・啓発を行います。市窓口など
の障害者差別に関する相談等は、対応
した担当課または総務課で受けます。
また、障害者差別解消支援地域協議会
を組織し、地域全体として、差別の解
消に向けた主体的な取り組みを行うと
ともに各種相談に対応していきます。

　障害者差別に対する相談…障害福
祉支援課☎7185−1631、市窓口での
障害者差別に関する相談など…対応し
た担当課または総務課・内線232

4月1日から 障害者差別解消法が施行されました

　福島第一原発事故による放射性ヨウ素の初期被ばくに対する健康への不
安を軽減するため、甲状腺検査費用の一部助成を行います。
　なお、今回の検査は現在の甲状腺の状態を知るためのもので、原発事故
における放射線の影響との関連性を評価するものではありません。

助成対象期間　平成29年3月31日まで（申請は平成29年2月28日まで）
助成項目　①甲状腺超音波検査 ②血液検査（TSH、FT3、FT4、サイログ
ロブリン） ③医師からの結果説明　※①〜③を全て実施することが助成の
条件となります（医療機関により、検査の順序などは異なります）。
対象　平成4年4月2日〜平成23年4月1日生まれの方で、事故当時と検査日
において我孫子市に住民登録があり、契約医療機関で検査を実施された方
※自覚症状がある方、甲状腺疾患で通院中もしくは経過観察中の方は除く
助成金額　5000円（検査費用1万2000円のうち、7000円自己負担）
助成回数　1人につき年度内1回
契約医療機関　名戸ヶ谷あびこ病院、我孫子聖仁会病院（中学生以上）
申請方法　①検査助成券申請書（健康づくり支援課に用意。市ホームページ
からダウンロード可） ②住民票（①の同意書に記名押印した場合は省略可）
を健康づくり支援課に郵送または持参。申請後交付される「検査助成券」を
契約医療機関に提出すると、検査時に助成金額分の助成が受けられます。

・ 　〒270−1132湖北台1の12の16健康づくり支援課（保健センター）
☎7185−1126

甲状腺検査の一部助成を始めます

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120−031676　放送後約1時間経過後か、次の放送がされた場合は、情報が入れ替
わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185−1743
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　　　　　任期　平成31年3月31日まで（年3回程度）
対象・定員　市内在住で生涯学習に興味がある方、2人（ほかの審議
会などの委員に委嘱されている方は除く）
報酬　半日につき3500円
選考方法　レポート

・ 　4月15日㈮午後5時必着で郵送または持参。「これからの生涯
学習に求められるもの」のテーマで800字程度のレポートを作成し、
別紙に住所・氏名・年齢・性別・職業、電話番号を明記し〒270−
1166我孫子1684教育委員会生涯学習課☎7185−1602※応募書類お
よびレポートは、返却しません。

　 生涯学習審議会委員
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援助内容　保育、送迎（保育施設、習い事など）、休日保育、病児・
病後児保育ほか※年齢、性別、資格や経験不問　
活動時間　午前6時〜午後10時までの活動可能な時間　
報酬　◎子ども1人・1時間あたり…平日700円、土・日曜・祝日・
年末年始900円　◎病児・病後児保育、送迎…平日（午前7時〜午後8
時）1000円※兄弟割り引きあり（2人目以降は半額）　
入会方法　入会金500円、顔写真2枚（縦3㎝×横2.5㎝）、印鑑を持参
し入会説明会に申し込み。

・ 　ファミリーサポートセンター（アビイクオーレ2階〈イトーヨ
ーカドー我孫子南口店〉）☎7186−4161（月〜土曜日午前9時〜午後
6時）

ファミリーサポートセンター提供会員

楽

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html
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